
特定生産緑地(習志野市)の指定  

 

習志野市告示第２２３号 

 生産緑地法(昭和４９年法律第６８号)第１０条の２第１項の規定に基づき指定した特定生産緑地を同条第４項の規定に基づ 

き、次のように告示する。 

 

 

   令和４年８月２２日 

 

                                  習志野市長  宮 本 泰 介 

 

 

【指定一覧】 

番号 生 産 緑 地 番 号 位  置 特定生産緑地の面積 指 定 期 限 日 

１ ５１－３号鷺沼台第１１生産緑地地区 習志野市鷺沼台３丁目地内 約０．０７ha 
令和１４年(２０３２年) 

１１月２４日 
２ ５３号鷺沼台第３生産緑地地区 習志野市鷺沼台４丁目地内 約０．１９ha 

３ ９７号実籾第４生産緑地地区 習志野市実籾３丁目地内 約０．０６ha 

「位置及び区域は指定図表示のとおり」 



特定生産緑地（習志野市）指定図 図面番号１

都市計画
生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

凡 例

５１－３号鷺沼台第１１生産緑地地区

44

51-3
51-3

51-351-351-１

51-２

5252

57-2



特定生産緑地（習志野市）指定図 図面番号２

５3号鷺沼台第3生産緑地地区

都市計画
生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

凡 例

54

58



特定生産緑地（習志野市）指定図 図面番号３

都市計画
生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

凡 例

９７号実籾第４生産緑地地区

98

96


